
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和 2年度 4月補正) 

富谷市独自経済対策 4事業 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により打撃を受けている市内の経済活動及

び市民生活への支援として、富谷市独自経済対策 4事業を実施することとし、令和

2年第 1回富谷市議会臨時会へ補正予算として計上することとしております。 

また、4事業のほかに、宮城県と市町村による（仮称）宮城県新型コロナウイル

ス感染症拡大防止協力金や 1人当たり 10 万円を給付する「特別定額給付金事業」、

児童手当を受給している世帯への子ども 1人当たり 1万円を給付する「子育て世帯

への臨時特別給付金」を追加で補正予算計上することとしております。 

報道機関の皆様におかれましては、ぜひ記事にしていただきますようお願いいた

します。 

 

記 

 

【富谷市独自経済対策 4事業】 

〇補正予算額  2 億 5,860 万円 

・店舗等賃料補助事業           2,850 万円 

  ・テイクアウト利用促進事業       1,100 万円 

・ひとり親家庭等緊急支援事業         710 万円 

・割増商品券事業         2 億 1,200 万円 

 

 ※令和 2年度 4月補正全体額 2 億 6,700 万円(参照：令和 2年度 4 月補正予算の概要) 

 

 

 

 

富谷市記者会見資料② 

令和 2年 4月 28 日 

・経済産業部産業観光課 神田 

連絡先：022-358-0524 

・保健福祉部子育て支援課 髙橋

 連絡先：022-358-0516 

「住みたくなるまち日本一」を目指して  

 令和 2 年第 1回富谷市議会臨時会の日程  令和 2年 4 月 30 日(木) 午前 10 時から 



 

〇富谷市独自経済対策 4事業の概要 

支援策区分 支援内容 事業費 

(1) 店舗等賃料補助事業 

担当：産業観光課 

事業活動に影響を受けた中小企業者または小規

模事業者（個人事業主を含む）で事業を営むため

に建物を賃借しているものに対し、補助金を交付 

１． 対象者：店舗，事務所，工場，研究所等の用

に供するために市内に建物を賃借している

者（ 中小企業者，小規模事業者,または個人

事業主）で、 新型コロナウイルス感染症の

影響により、令和 2 年 1 月から令和 2 年 6

月までのひと月の売上高等が、前年同月と比

較して 50％以上減少していること。 

２． 補助金額：月額賃料の２分の１ 

（上限 50,000 円）を３月分補助 

2,850

万円

(2) テイクアウト利用促

進事業 

担当：産業観光課 

市内のテイクアウト及びデリバリーに対応した

飲食店等の経済活動を支援するため、飲食店経営

支援クーポン券利用事業を実施 

１．取扱事業者：市内の店舗のうち、地元店舗（フ

ランチャイズ店含む）でテイクアウト及びデ

リバリーに対応している店舗(本市以外に本

社を構える店舗を除く) 

２．利用者：市内に住民票のある方 

３．利用条件：2,000 円以上利用した場合に利用

できる 1,000 円クーポン分を補助 

1,100

万円

(3) ひとり親家庭等緊急

支援事業 

担当：子育て支援課 

１．対象者 ひとり親家庭等で次のいずれにも該

当する方。 

①対象児童に係る令和 2 年 4 月分（3 月分を含

む）の児童手当（本則給付）の受給者 

②富谷市母子・父子家庭医療費助成対象者若しく

は生活保護受給者  

③基準日時点で富谷市内に住所を有する方 

２．基準日 令和 2年 3月 31 日 

３．給付内容 対象児童 1人目 2 万円給付、対

象児童 2 人目以降 児童 1 人につき 1 万円を加

算し給付 

710

万円



(4) 割増商品券事業 

担当：産業観光課 

地域経済の活性化、及び市民の消費活動の支援を

図るため、富谷市経済支援商品券の発行・販売を

実施 

なお、当該商品券の販売・利用時期は、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の状況を考慮して決定 

１．取扱事業者：市内に店舗や事業所等を有する

事業者で申請登録した事業者 

２．購入対象者：市内に住民票のある世帯毎に１

冊購入できるもの 

３．商品券内容：1,000 円×13 枚（13,000 円分）

で１ｾｯﾄを 10,000 円で販売 

2 億 1,200

万円

(うち歳入 160,000)

富谷市独自対策 4事業 補正予算額合計 
2 億 5,860

万円

 

 

(仮称)宮城県新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止

協力金 

担当：産業観光課 

県の要請に応じて 4 月 25 日から 5 月 6 日までの

間、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に

協力いただける中小の事業者に対し、県と市町村

から協力金を支給 

独自支援を予定して

おりましたが、宮城

県において協力金の

事業実施が確定しま

したので、追加補正

予算を計上する予定

です 

 


